
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 

当社は、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営を実現すべく、コーポ

レート・ガバナンスの強化に努めております。 

また、監督と執行の分離の確立を徹底して経営上の意思決定の迅速化と、経営監督の実効性

の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。 

当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に従って、以下のとおり運用してい

ます。 

 

① 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

 

当社は法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及

び取締役の職務の執行の監督を行なっております。また、監査役は、取締役の職務の執行を

監査しております。効率的かつ機動的な経営を行なうために、取締役会の構成はスリムなも

のとし、業務執行については執行役員制度をしいて明確な形で執行役員に権限委譲してお

ります。また、会社の重要事項について審議する経営戦略会議を設置するとともに、各部門

毎に効率的な業務遂行体制を設定して、会社全体として統合された効率的な経営を実行し

ております。 

 

社内意思決定の迅速化を図るために、明確で透明性の高い職務権限基準（ＤＯＡ）を整備し、

意思決定プロセスを明確にするよう努めております。同時に、子会社においても、明確で透

明性の高い職務権限基準を策定するよう、当社は協力しております。常に迅速で効果的な意

思決定が確保されるよう、それらの権限基準は、定期的に必要な見直しを行ないます。 

 

中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、共有するこ

とにより、効率的かつ効果的な業務執行を行なっております。 

 

  

 

② 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

当社は、日産グループ「グローバル行動規範」の下に、「日産フィナンシャルサービス行動

規範」を策定し、その周知・徹底を図り行動規範の順守を確実なものとするため、規範順守

に関する誓約書を交わすこととしています。また、子会社においても、「グローバル行動規

範」「日産フィナンシャルサービス行動規範」の下に、子会社個別の行動規範を策定し、同

様に周知・徹底を図っております。 



 

また、当社の取締役及び執行役員に対しても、法令・定款・企業倫理に反することがないよ

う、「日産フィナンシャルサービス取締役・執行役員行動規範」を策定し、その順守を徹底

しております。 

 さらに、反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で臨んでおります。当社の

役員・従業員は、万一、何らかのアプローチを受けた場合には、速やかに上司並びに関連部

署に報告し、その指示に従っております。当社の役員・従業員は、業務遂行上、直接・間接

を問わず、詐欺・恐喝等の不正・犯罪行為、あるいはその恐れのある事態に遭遇した場合に

は、毅然とした態度で臨むと同時に、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従

っております。 

 

また、社員からの意見・質問・要望を会社に自由に伝えるための仕組みとして、内部通報制

度（Speak Up・イージーボイスシステム）を導入し、社内外に窓口を設置することにより、

社員からの意見・質問・要望及びコンプライアンス違反の疑いのある行為や要望を直接会社

に伝えることが可能となっています。この仕組みは、業務の改善を推進するとともに、企業

倫理・法令順守の風土醸成に貢献しています。 

 

  

 

その他にも、法令順守を徹底するために、社内規定の整備に努め、内部者取引防止管理規定

や個人情報保護マネジメントシステム（ＰＭＳ）に係る管理規定を整備するとともに、教育・

研修プログラムを通じて、周知・徹底と啓発に努めております。特に個人情報の取扱いにつ

いては教育の徹底とともに、「個人情報取扱に関する誓約書」を交わすこととしています。  

  さらに、金融商品取引法及び関連する規則や基準に基づき、財務報告の信頼性を確保する

ための内部統制の仕組みの強化に努めております。 

  また、当社及び子会社の業務執行に関する監査と法令、定款及び企業倫理の順守状況の確

認等を定期的に行なうことを目的に、専門の内部監査部署を設置し、日産自動車株式会社の

内部監査部署と連携して、有効かつ効率的な内部監査を行なっています。 

 

  

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

当社は、「事業目的の達成を阻害する要因」をリスクとして洗い出し、その発生頻度と発生

時の損害による影響度、及びコントロールレベルをもとにリスクの評価を行い、当該リスク

の管理を全社的にマネジメントする機関として「トータルリスクマネジメント委員会」を設



置し、「トータルリスクマネジメント委員会規則」に基づいて、リスク管理と防止対策に努

めております。 

 また、「個人情報漏洩リスク」を最大のリスクとしてとらえ、個人情報保護マネジメント

システム（ＰＭＳ）を制定し、その責任者としてＣＰＯ（Chief  Privacy  Officer）を任命

しています。また、定期的に開催する「トータルリスクマネジメント委員会」において、そ

のリスクの軽減に取り組むとともに、「トータルリスクマネジメント推進会議」において取

り組み内容等を周知しております。有事においては、「個人情報流出等発生時の対応マニュ

アル」に従い、会社全体として対応することにしております。 

 

  

 

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

法令及び取締役会規則の定めるところに従い、当社の取締役の職務の執行に係る取締役会

の議事録を作成し、適切に保管しています。また、当社内各部門・部署の業務遂行に伴って

職務権限基準(ＤＯＡ)に従って決裁される案件は、書面あるいは電子システムによって決裁

が行なわれ、適切に保管・管理しております。 

 また、情報セキュリティポリシーに従い、情報の適切な保管・管理を徹底し、情報の漏洩

や不適切な利用を防止しております。 

 

  

 

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

 

  (1) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当社は、グループとして適正かつ効率的で統一的な経営と業務遂行が行なわれるよう、親会

社の各種マネージメントコミッティーに参画するとともに、当社の各機能部署は親会社の

対応する機能部署との連携を強化しています。また、子会社についても当社の経営戦略会議

への参画及び当社機能部署との連携により、当社の経営方針を共有することに努め、整合性

の取れた効率的なグループとしての経営を行なっております。 

 

  (2) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

 



「グローバル行動規範」及び「日産フィナンシャルサービス行動規範」の下に、子会社は独

自の行動規範を策定しています。また、子会社でも内部通報制度（Speak Up・イージーボイ

スシステム）を導入し、社内外に窓口を設置することにより、社員からの意見・質問・要望

等を直接所属会社あるいは当社に提出する仕組みを整備しています。 

 当社及び当社子会社は、親会社内部監査部門の定期的監査を受入れるとともに、当社監査

室及び当社監査役も定期的に子会社監査を実施しています。 

 

  (3) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

子会社のリスクに関するマネジメントは、子会社が責任をもち、グループ各社がリスクに晒

されることを極小化するために、必要な措置を講じております。 

 

  (4) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

 

上記(1)ないし(3)で述べた体制、具体的には経営戦略会議、グループ会社監査等のほか、当

社の各機能部署による子会社の対応する機能部署との連携など複数のルートを通じて、子

会社の取締役等の職務の執行に係る事項のうち重要な事項の報告を子会社に求め、その把

握に努めております。 

 

  

 

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人

に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

 

当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行なうことができるよう、

監査役は必要に応じて取締役と協議の上、内部監査部門等より補助すべき使用人を指名す

ることができます。同使用人は監査役の指定する期間中、監査役の指揮命令の下でその職務

を遂行し、取締役からの独立性を確保いたします。また、同使用人は、他部署の使用人を兼

務する場合は、監査役に係る業務を優先して行うこととしております。 

 

  

 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制

及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 



 

 (1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

 

当社の監査役は、毎年年度監査計画を策定し、当該計画に基づき監査を実施しております。

常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、

経営戦略会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必

要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしています。当社の取締役は、会

社の業績・信用に大きな悪影響を及ぼしたもの、またはそのおそれのあるもの、「グローバ

ル行動規範」、「日産フィナンシャルサービス行動規範」、取締役・執行役員の行動規範への

重大な違反行為、またはそのおそれのあるもの、及びこれに準じる事項を発見した場合、速

やかに当社の監査役に報告しております。 

  当社の取締役及び使用人は、監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合、

迅速に対応します。内部監査部署は、その監査計画や監査結果を当社の監査役に定期的に報

告しております。 

 

 (2) 子会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた

者が当社の監査役に 

 

   報告をするための体制 

 

子会社の役員等及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況について報告を求められ

た場合、迅速に対応しております。 

  当社の取締役及び使用人（内部監査部署に所属する者を含む。）は、上記⑤の体制を通じ

て報告を受けた事項について、上記(1)のとおり、当社の監査役に対して報告を実施してお

ります。 

 

 (3) 上記(1)ないし(2)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保 

 

   するための体制 

 

当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止するものとし、当該報告をした者を

保護するために必要な措置をとることとしております。 

 

  

 



⑧ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

当社は、監査役からその職務の執行について費用の前払や債務の弁済等の請求を受けた場

合、会社法に従い、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないこ

とを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。 

 

   

 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 

 

当社は、監査役のうち１名は常勤監査役とし、監査役の間では、監査役協議会を開催して監

査役相互の意見交換、意見の共有を行なうとともに、必要に応じて随時協議を行なっており

ます。 

  さらに、監査役は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成

果の達成を図ってまいります。 


